
厚生労働省  

社会･援護局 障害保健福祉部 

障害福祉専門官  高原 伸幸 

２０１４（H２６）年 ９ 月１８日 
医療介護福祉政策研究フォーラム 

第22回月例社会保障研究会 

1 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/catch_phrase/index.html


広島土砂災害への支援 

ありがとうございます。 
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就労継続支援B型事業所 八木園 

隣接の神社の一部も崩落し、大量の土砂が事業所に流れ込んでいる。 



就労継続支援B型事業所 八木園 



就労継続支援B型事業所 八木園 



就労継続支援B型事業所 八木園 



周辺に堆積していた土砂の大半は撤去され、道路が開通している。 

就労継続支援B型事業所 八木園 



就労継続支援B型事業所 八木園 

法人は、９月８日（月）から安佐南区の「社会福祉法人あさみなみ」と安佐北区の「NPO法
人みんなでスクラム生活支援センター」の一部を借りて事業を再開（法人ブログより） 



「ノーマライゼーション（※）」理念の浸透 

※ 障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする 

福祉の基本的考え  

障害福祉施策の歴史 

【H15】 

【S56】 
障害者基本法 

（心身障害者対策基本法 

として昭和45年制定） 

 

身体障害者福祉法 

（昭和24年制定） 

知的障害者福祉法 

（精神薄弱者福祉法 

として昭和35年制定） 

精神保健福祉法 

（精神衛生法として 

昭和25年制定） 
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精神衛生法から
精神保健法へ 

【S62】 

精神薄弱者福祉法から
知的障害者福祉法へ 

【H10】 

精神保健法から 

精神保健福祉法へ 

【H7】 

利用者が 

サービスを選択
できる仕組み 
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完
全
参
加
と
平
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地域生活
を支援 

心身障害者対策基本法
から障害者基本法へ 

【H5】 

“ 

” 

障害者基本法
の一部改正 

【H23】 

共生社会の
実現 

難病等を 

対象に 

地域社会に 

おける共生の
実現 

【H25】 
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障害保健福祉施策のこれまでの経緯 

障害者総合支援法関係 その他障害者関連施策の動き 

平成１８年  ４月：「障害者自立支援法」の一部施行（同年１０月に完全施行） 
 

１２月：法の円滑な運営のための特別対策 
      （①利用者負担の更なる軽減 ②事業者に対する激変緩和措置 ③新法移行のための経過措置） 

 ４月：「障害者雇用促進法改正法」の施行 
 

１０月：「精神保健福祉法」の施行 
 

１２月：国連総会本会議で「障害者権利条約」が採択 

平成１９年 １２月：障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置 
      （①利用者負担の見直し ②事業者の経営基盤の強化 ③グループホーム等の整備促進） 

 ９月：「障害者権利条約」へ署名 
 

１１月：「身体障害者補助犬法改正法」の成立 
      （平成２０年１０月に施行） 

平成２０年 １２月：社会保障審議会障害者部会報告の取りまとめ １２月：「障害者雇用促進法改正法」が成立 
      （平成２１年４月に施行（一部、段階施行あり）） 

平成２１年  ３月：「障害者自立支援法等改正法案」 国会提出（ → ７月の衆議院解散に伴い廃案） 
 

 ９月：連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針 

平成２２年  １月：厚生労働省と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との基本合意 
 

 ４月：障がい者制度改革推進会議において議論開始 
 

 ６月：低所得者の障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料化 
 

１２月：障がい者制度改革推進会議総合福祉部会において議論開始 
 

    「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（閣議決定） 
 

    「障害者自立支援法等改正法」（議員立法）が成立（平成２４年４月に完全施行）  

平成２３年  ８月：「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」取りまとめ  ６月：「障害者虐待防止法」（議員立法）が成立 
      （平成２４年１０月に施行）  
 

 ７月：「障害者基本法改正法」が成立（同年８月に施行） 

平成２４年  ６月：「障害者総合支援法」が成立（平成２５年４月（一部、平成２６年４月）に施行)  ６月：「障害者優先調達推進法」（議員立法）が成立 
      （平成２５年４月に施行） 

平成２５年  ４月：基本理念の追加、障害者の範囲の見直し等について施行  ６月：「精神保健福祉法改正法」が成立 
      （平成２６年４月（一部、平成２８年４月）に施行予定) 
 

     「障害者差別解消法」が成立 
      （平成２８年４月に施行予定） 
 

     「障害者雇用促進法改正法」が成立 
      （平成２８年４月（一部、平成３０年４月）に施行予定） 

平成２６年  ４月：障害支援区分、ケアホームとグループホームの一元化等について施行  １月：「障害者権利条約」を批准 12 
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障害児措置費・給付費 

自立支援給付 

地域生活支援事業 

7,346億円 

（+9.4%） 

9,314億円 

（+10.8%） 

8,406億円 

（+14.4%） 

6,716億円 

（+12.1%） 
5,989億円 

（+2.5%） 
5,840億円 

（+8.6%） 5,380億円 

（+10.0%） 

4,473億円 
4,175億円 

4,945億円 
5,071億円 

5,719億円 

6,341億円 

7,434億円 

8,229億円 

200億円 

518億円 

507億円 

400億円 400億円 440億円 440億円 445億円 450億円 460億円 

495億円 478億円 

557億円 

560億円 

522億円 

625億円 

3,947億円 

365億円 

 障害福祉サービス等予算の推移 

障害福祉サービス関係予算額は義務的経費化により10年間で２倍以上に増加している。 

（注１）平成18年度については、自立支援法施行前の支援費、自立支援法施行後の自立支援給付、地域生活支援事業等を積み上げた 

    予算額である。（自立支援法は平成18年4月一部施行、同年10月完全施行） 
（注２）平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。 

（注３）平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。 

（億円） 

4,312億円 

4,893億円 

（+13.5%） 

10,374億円 
（+11.4%） 

840億円 

9,072億円 

462億円 
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３障害一元化による制度格差の解消・実利用者数の推移 

平成２４年１２月から平成２５年１２月にかけて障害福祉サービス利用者数全体で６．３％増加してい
る。 

一方、精神障害者の利用者数は１３．７％の増加となっている。 

                         (２５年１２月の利用者数) 

このうち 身体障害者の伸び率……  ４．２％    身体障害者……  １９．８ 万人   

     知的障害者の伸び率……  ４．７％    知的障害者……  ３３．２ 万人 

     精神障害者の伸び率…… １３．７％    精神障害者……  １４．１ 万人 

                          難病等対象者…   ０．０７万人 

                                     （６５９人） 

      

  ○平成２４年１２月→平成２５年１２月の伸び率（年率）・・・・・ ６．３％ 
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平成17年度 

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
総
量 

グループホーム 

３．４万 （人分） 

平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月 平成23年3月 平成24年3月 平成25年３月 

48,394人 
55,983人 

63,323人 71,866人 

42,027人 

○ケアホーム・グループホームの利用者数の推移 

○施設入所者数の推移  

施設等から地域への移行の推進 

 入所施設の利用者数は、障害者自立支援法前から着実に減少している。 
 ケア ホーム・グループホーム利用者は着実に増加している。 

入所者数（人） 

出典：国保連データ速報値等 

平成17年度 
（17年10月１日） 

平成２０年10

月（国保連
データ） 

平成21年10

月（国保連
データ） 

平成22年10

月（国保連
データ） 

平成23年10

月（国保連
データ） 

平成24年10

月（国保連
データ） 

ケアホーム 

グループホーム 

81,729人 

平成25年10

月（国保連
データ） 

出典：国保連データ速報値等 

146,001  
144,425  

139,851  139,859  

136,653  

134,573  
133,362  
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障害福祉サービス等の現状 

①障害福祉サービス等予算の推移 
   障害福祉サービス関係予算額は義務的経費化により10年間で２倍以上に増加している。 

 

 

③障害福祉サービスの現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

②３障害一元化による制度格差の解消・実利用者数の推移 
  平成23年３月から平成24年３月にかけて障害福祉サービス利用者数全体で11.9％増加している。 

  一方、精神障害者の利用者数は23.3％の増加となっている。 

③障害福祉サービスの現状 
  障害福祉サービス延べ利用者数、利用額において、生活介護、就労継続支援B型が多い。 

  障害児給付延べ利用者数、利用額において、児童発達支援、放課後等デイサービスが多い。 

④障害福祉サービス等の利用者負担に対する配慮 
  平成22年４月から、実質的な応能負担として低所得の利用者負担を無料化。 

  障害福祉サービス利用者のうち、93.3％が無料でサービスを利用している。 

  給付費全体に対する利用者負担額の割合は、0.22％となっている。 

⑤施設等から地域への移行の推進 
  入所施設の利用者数は、障害者自立支援法施行時に比べ着実に減少している。 

  ケアホーム・グループホーム利用者は着実に増加している。 

⑥一般就労への移行の現状 
  就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は約10年で4倍以上に増加している。 

⑦支給決定プロセスの見直し等 
  サービス等利用計画については、平成24年度から対象を拡大し、平成27年度からは全ての利用者を対象 

 とする。 16 



  
平成２５年４月１日（ただし、４．及び５．①～③については、平成２６年４月１日） 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。 

１．趣旨 

１．題名 
   「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的  
 に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする。  
２．基本理念 
  法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、 
 社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の 
 除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本 
 理念として新たに掲げる。  
３．障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。） 
   「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。  
４．障害支援区分の創設 
   「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態 
 に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害 
 支援区分」に改める。 
   ※  障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて 
   行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。 

２．概要 

３．施行期日 

地域社会における共生の実現に向けて 
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要 

 
 
 
 
  

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 
③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方 
④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する 

   支援の在り方 
⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方 
  ※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。 

４．検討規定（障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後３年を目途として、以下について検討） 

（平成２４年６月２０日 成立・同年６月２７日 公布） 
 

５．障害者に対する支援 
  ① 重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時 
  介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする） 
  ② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ 
    の一元化 
  ③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点  
  的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える） 
  ④ 地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための 
  研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）  
６．サービス基盤の計画的整備 
  ① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項   
  及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉 
  計画の策定 
 ② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化 
 ③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ 
  把握等を行うことを努力義務化 
  ④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる   
     よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化 
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＜平成２４年４月１８日 衆議院厚生労働委員会＞ 
 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 
 

一  意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする 
    観点から、窓口は市町村を基本としつつ、市町村及び都道府県の必須事業については、 
    支援が抜け落ちることなく、適切な役割分担がなされるようそれぞれの行う事業を具体的 
    に定めること。 
 

二  意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村の居住 
    者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を行う 
    市町村等への必要な支援を行うこと。 
 

三  障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域 
  生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。 
 

四  障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を 
    さらに推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等 
    を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。 
 

五  難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、 
  法整備も含め早急に検討し確立すること。 
 

六  精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括した 
  サービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、 
  早急に検討を行うこと。 
 

七  障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と 
  併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。 
 

八  障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労をさらに促進するため、 
  就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について 
  検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた 
  厳正な指導を引き続き行うこと。 
 

九  障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、 
  社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方 
  自治体に対し周知する等の措置を講ずること。 
 

十  常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検 
  討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時 
   間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援 
   の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。  

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための 

関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議 

＜平成２４年６月１９日 参議院厚生労働委員会＞ 
 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 
 

一   意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする 
  観点から、窓口は市町村を基本としつつ、適切な役割分担がなされるよう市町村及び 
  都道府県の行う事業を具体的に定めるなど、地域生活支援事業について、市町村及び 
    都道府県に対し、必要なサービスが十分に提供されるための支援を行うこと。 
       また、意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村 
  の居住者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を 
  行う市町村等への必要な支援を行うこと。 
 

二   障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域 
   生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。 
 

三   障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を 
  更に推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等 
    を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。 
 

四   難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、 
  法整備も含め早急に検討し確立すること。 
 

五   精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括した 
    サービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、 
    早急に検討を行うこと。 
 

六   障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と 
   併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。 
 

七   障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労を更に促進するため、 
  就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について 
  検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた 
  厳正な指導を引き続き行うこと。 
 

八   障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、 
  社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方 
    自治体に対し周知する等の措置を講ずること。 
 

九   常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検 
  討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時 
  間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援 
  の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。 
 

十   障害者政策委員会の運営に当たっては、関係行政機関の間で十分調整するとともに、 
  障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声 
  を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。 18 



 
趣旨：平成24年4月施行の児童福祉法改正等により、障害児支援の体系の再編・一元化が行われた。その施行状況等を

検証した上で、子ども・子育ての支援法の施行も踏まえた今後の障害児の在り方について検討を行う。 

検討事項                                       → 平成26年7月に、報告書を取りまとめ済み。 

  ・児童発達支援センターの役割 

  ・その他障害児通所の在り方 

  ・障害児入所支援の在り方 など 

趣旨：改正精神保健福祉法に基づく精神障害者の医療に関する指針に係る検討会において、長期入院精神障害者の地

域移行について、引き続きの検討課題とされたことを踏まえ、長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方

策の在り方について検討を行う。 

     ※平成25年12月まで、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針について検討、平成26年3月7日指針告示済 

検討事項                                        → 平成26年7月に報告書を取りまとめ済み。 

   長期入院精神障害者の地域移行を更に進めるための、地域の受け皿作りの在り方等に係る 

  具体的な方策に関する事項 など 

 
趣旨：平成25年4月に施行された障害者総合支援法において、平成26年4月施行分とされている障害者の地域生活を支

えるための事項について、その在り方について総合的に検討し、障害者が身近な地域において暮らすことのできる
社会づくりを推進するための検討を行う。 

検討事項                                        → 平成25年10月に報告書をとりまとめ済み。 

  ・ ケアホームとグループホームの在り方 

  ・ 重度訪問介護の対象拡大の在り方 

  ・ 平成24年衆参両院の附帯決議において掲げられた「地域における居住支援等の在り方」について など 

障害福祉施策に関する最近の検討会の動き 

障害者の地域生活の推進に関する検討会（平成25年7月～10月）  

長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会（平成26年3月～7月） 
 ※ 精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会から、平成26年3月改称 

障害児支援の在り方に関する検討会（平成26年1月～7月） 
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第４期（H27～H29）障害福祉計画に係る基本指針：主なポイント 

障害児支援体制の整備 

（新規） 
計画相談の連携強化、研修、虐

待防止 等 

PDCAサイクルの導入 
「成果目標」「活動指標」の見直しと明確化、各年度の 

中間評価、評価結果の公表 等 

＜計画の作成プロセスに関する事項＞ 

＜個別施策分野①：成果目標に関する事項＞ 

精神科病院か
ら地域生活へ
の移行促進 

（成果目標の
変更） 

地域生活支
援拠点等の
整備 

（新規） 

福祉から一般
就労への移
行促進 

（整理・拡充） 

＜個別施策分野②：その他＞ 

福祉施設から
地域生活へ
の移行促進 

（継続） 

20 



実践的課題 
• 地域福祉の展開 

– 精神障害者の地域移行 

– 相談支援の一元化 

– 安心拠点の整備（重度障害児者の住まいの確保） 

• 権利擁護の推進 

– 差別解消へのアプローチ 

– 虐待防止のための支援力向上（強度行動障害児者への対応） 

– 意思決定支援 

• 関係領域との協調 

– Art Brutの推進 

– 罪を犯した障害者への支援 

– 医療、学校との連携 
21 



〔ア〕退院に向けた支援 
 〔ア－１〕退院に向けた意欲の喚起 
  ・病院スタッフからの働きかけの促進 
  ・外部の支援者等との関わりの確保 等 
 〔ア－２〕本人の意向に沿った移行支援 
  ・地域移行後の生活準備に向けた支援 
  ・地域移行に向けたステップとしての支援（退院意欲が喚

起されない精神障害者への地域生活に向けた段階的な
支援） 等 

〔イ〕地域生活の支援 
  ・居住の場の確保（公営住宅の活用促進等） 
  ・地域生活を支えるサービスの確保（地域生活を支える医

療・福祉サービスの充実） 等 
〔ウ〕関係行政機関の役割 
  都道府県等は、医療機関の地域移行に関する取組が効果
的なものとなるよう助言・支援に努める。 

長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性（概要） 

○長期入院精神障害者の地域移行を進めるため、本人に対する支援として、「退院に向けた意欲の喚起（退院支援意欲の喚起
を含む）」「本人の意向に沿った移行支援」「地域生活の支援」を徹底して実施。 

○精神医療の質を一般医療と同等に良質かつ適切なものとするため、精神病床を適正化し、将来的に不必要となる病床を削減
するといった病院の構造改革が必要。 

１．長期入院精神障害者の地域移行及び精神医療の将来像 

２．長期入院精神障害者本人に対する支援 

○病院は医療を提供する場であり、生活の場であるべきでは
ない。 

○入院医療については、精神科救急等地域生活を支えるた
めの医療等に人員・治療機能を集約することが原則であ
り、これに向けた構造改革が必要。（財政的な方策も併せ
て必要） 

○２．に掲げる支援を徹底して実施し、これまで以上に地域移
行を進めることにより、病床は適正化され、将来的に削減。 

○急性期等と比べ入院医療の必要性が低い精神障害者が利
用する病床においては、地域移行支援機能を強化する。 

○将来的に不必要となった建物設備や医療法人等として保
有する敷地等の病院資源は、地域移行した精神障害者が
退院後の地域生活を維持・継続するための医療の充実等
地域生活支援や段階的な地域移行のために活用すること
も可能とする。 

＜病院資源のグループホームとしての活用について＞ 

○地域移行する際には、地域生活に直接移行することが原則 

○退院に向けた支援を徹底して実施してもなお退院意欲が固まらない人に対しては、本人の権利擁護の観点、精神医療の適正化の観点から、段階
的な移行も含めて、入院医療の場から生活の場に居住の場を移すことが必要。 

○その選択肢の一つとして、病院資源をグループホームとして活用することを可能とするために、障害者権利条約に基づく権利擁護の観点も踏ま
え、一定の条件付け（※）を行った上で、病床削減を行った場合に敷地内への設置を認めることとし、必要な現行制度の見直しを行うべきこと、また、
見直し後の事業を試行的に実施し、運用状況を検証するべきことが多くの構成員の一致した考え方（※※）。 
 ※「本人の自由意思に基づく選択の自由を担保する」、「外部との自由な交流等を確保しつつ、病院とは明確に区別された環境とする」、「地域移行に向けたステップとしての支援とし、基本的な利用期間を設ける」等 

 ※※あくまでも居住の場としての活用は否との強い意見があった。 

３．病院の構造改革 



計画相談支援のしくみ 

○ 障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、相談支援事業者が作成する 

 「サービス等利用計画」が必要。(※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」) 
 
   ※ 平成22年12月成立の「つなぎ法」による関係法令改正の施行（平成24年４月）。完全施行となる平成27年 
    ４月からは全例で計画が必要となるが、それまでの間は経過措置として、市町村が必要と認めた場合に作成 
    することとされている。 
      ※ 各事業所で計画を作成する相談支援専門員には、高い能力が求められるため、一定の実務経験に加えて都道府県 

      が 主催する研修の修了を義務づけている。 

（利用プロセスのイメージ） 

相談支援事業者 

都道府県 
相談支援専門員 

養成研修 

＊ ２６年度までは、②は市区町 
 村が必要と認めた場合のみで 
 あるが、２７年度からは全例に 
 ついて求めることとなる。 

利用者（保護者） 市町村 
（計画案の受領後、支給決定） 

① 支給申請 

② ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の求め 

サ
ー
ビ
ス
利
用 
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障害児相談支援 

H24年度                            H25年度 

計画作成件数の見込みと実際の推移 

○ 平成27年度から利用者全員について計画が適切に作られるための体制づくりが必要。 
 → 障害福祉サービス利用者 68.7万人、 障害児支援利用者 14.4万人（Ｈ26.2月） 
 → 障害福祉計画（Ｈ24～Ｈ26）では、支給決定の更新及びモニタリングも合わせて平成27年度から全例に 
  対応するためには、平成26年度は平均して毎月18.9万件に対応できるような体制になっている必要がある 
      と見込んでいる。 
 
○ 一方、平成26年2月を見ても月4.7万件にとどまっており、平成27年度から全例に対応できるような体制を 
 作るためにはさらに取組を進める必要がある。 

※新規作成のほか、支給決定の更新時及びモニタリングを合わせた件数 

24年度の目標値   68,302／月※ 

25年度の目標値 123,272／月※ 

26年度の目標値 188,616／月※ 
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地域における居住支援に求められる機能について 

○ これらのニーズから、どのような機能が求められているのかという点について検討すると、おおむね以下のように

分類できるのではないか。 

○ 相談 （地域移行、親元からの自立） 

○ 体験の機会・場 （一人暮らし、グループホーム等） 

○ 緊急時の受け入れ・対応 （ショートステイの利便性・対応力向上等） 

○ 専門性 （人材の確保・養成、連携） 

○ 地域の体制づくり （サービス拠点、コーディネイターの配置等） 

求められる機能 

・ 障害者の地域生活の支援については、障害福祉計画等に基づき取組を進めているところ。 

・ 今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、上記のような機能をさらに強化していく必

要がある。 

・ その際、相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元からの独立等、生活環境が変化する

節目を見据えた中長期的視点に立った継続した支援が必要である。 

障害者の地域生活の推進に関する検討会 

第５回（H25.09.11）資料 
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障害児・者の地域生活支援の推進のための多機能拠点構想 

（地域生活支援拠点） 

地域生活支援拠点として、居住支援機能と地域支援機能の一体的な整備を推進 

コーディネーター 

＋ 

グループホーム 

地域支援機能 居住支援機能 

10人 

生活介護・ 
就労系等 

10人 

10人×2 (建物の特例) 
※ショートステイの定員を含む 

夜間・ 
医療体制 
等の加算 
（拡充） 

地域相談支援・地域生活
支援事業の活用等 

ショートステイ 

社会保障審議会障害者部会 

第５４回（H25.12.26）資料 

障害者支援施設 

居住支援機能 地域支援機能 

※地域生活支援拠点として地域に開かれた小規
模な障害者支援施設 

※安心生活支援事業（地域生活支援事業）によるコーディネイトや、個別給付による地域定着支援の実施を必須として、施設整備に対する補助について優先的に採択すること
を検討 

30人程度 

コーディネーター 

地域相談支援・地域生活
支援事業の活用等 

ショートステイ 

生活介護・ 
就労系等 

24時間の相談受付 
緊急時等の受入 

(医療対応・シェルター等) 

地域生活の支援 
(緊急時の人的支援、様々な 
資源のコーディネイト等) 

高齢化に対応した 
日中活動の場 

(生活介護・就労系等) 

在宅医療等 

在宅医療等 

※ 拠点を設けず、地域において機能を分担する
「面的整備型」も考えられる 

地域連携 

地域相談支援・地域生活支援事業
の活用等 

親との同居 

グループホーム 

夜間・ 
医療体制 
等の加算 
（拡充） 

地域連携 

一人暮らし 
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社会福祉法人みんなでいきる 
「りとるの家 はなれ」 2013 

放課後等デイサービス 短期入所共有スペース 

短期入所居室 

防災拠点スペース（市民交流室） 

2

7 



緊急相談機能…24時間365日の相談に対応 

 
緊急ステイ機能…短期入所の支給決定がない方も利用可能 

 
緊急ヘルパー派遣機能…ヘルパーの支給決定がない方でも対応可能 

 
対象者は「障害の疑い」からOK… 

安心生活支援センターの機能 

職員体制 
コーディネータ１名（専従）  サブコーディネーター 2名（兼務） 
支援スタッフ…７名（兼務） 

2
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これまで出会った主な事例 

• 家庭内暴力の障害児童の一時預かり（その後、宿泊訓練を
実施。服薬調整） 

• DV被害の女性及びその子どもの一時保護 

• 肺炎になった重度自閉症児の入院時の付き添い支援（経済
課題あり） 

• 短期入所の支給決定のない障害児者の緊急的ステイ 

• 介護放棄の高齢者の緊急ステイ 

• 祖父、父、本人のいずれも発達障害の家族の受け入れ 

• 普通高等学校に通う少年の家族関係の悪化による一時的（
３日程度）なブレイクステイ 

• １９歳で親から心理的、精神的虐待を受けている少女の緊
急相談 

2
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•社協とＮＰＯの総合ボランティア拠点 

•介護予防ボランティアなどのコーディネート 

•地域の日常的な世代間交流スペース 

•障がい者の就労拠点（レストラン） 

•高齢者の就労拠点（農園） 

•あらゆる住民たちの交流拠点 

•障がい者の就労拠点（喫茶店） 

•子どもたちの遊ぶ場（駄菓子屋さん） 

•高齢者の介護予防ボランティア活動 

高齢者の 
オーダーメイド・ハイブリット生活支援 

北海道石狩郡当別町 

予防から生活支援へ 

介護予防の観点からの 

社会貢献型ボランティア活動 

•駄菓子屋さんで手先運動（値札付け）な

どの介護予防ボランティア 

•日本舞踊の練習の後の子育て相談 

•一人での囲碁打ちから子どもの囲碁指導

員へ 

•講習を受けた住民による要支援高齢者

の外出支援 

•独居高齢者などを対象とした活動を自ら

決めるハイブリットサロン支援 

•認知症高齢者の農業就労支援 

遊ぶ・出かける・働くの 

オーダーメイド生活支援 

共生型地域福祉ターミナル 共生型コミュニティー農園 共生型地域オープンサロン 
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共生型地域オープンサロン 

Garden 

共生型コミュニティ農園 

「ぺこぺこのはたけ」 

菓子製品製造拠点 

プチモンド「JUJU」  

多機能型グループホーム 

清瀬マンション 
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○ （自立支援）協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題を踏まえ
て、地域のサービス基盤の整備を進めていく重要な役割を担っているが、（自立支援）協議会の法律
上の位置付けが不明確。 

○ 障害者自立支援法等の一部改正により、平成２４年４月から、自立支援協議会について、設置の
促進や運営の活性化を図るため、法定化。 

  ※  改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あら
かじめ、自立支援協議会の意見を  
 聴くよう努めなければならないとされている。 

○ 障害者総合支援法の施行（25年４月）により、自立支援協議会の名称について地域の実情に応じ
て定められるよう弾力化するとともに、当事者家族の参画を明確化 

 

  

（自立支援）協議会の法定化 

保健・医療 

当事者 サービス事業者 

子育て支援 

相談支援事業者 

（自立支援）協議会 

企業・就労支援 

高齢者介護 

行政機関 

障害者相談員 

民生委員 

学校 

宅建業者 

【（自立支援）協議会を構成する関係者】 



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要 

 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害
者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害
者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

目 的 

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるものをいう。 

２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。 

３ 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の５つ。 

定 義 

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。 

２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育
所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。 

  

虐待防止施策 

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待 

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 
[設置者等の責務] 当該施設等における障害者に
対する虐待防止等のための措置を実施 

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に対す
る虐待防止等のための措置を実施 

[スキーム] 

 

[スキーム] 
 

[スキーム]  

          
市
町
村 

都
道
府
県 

虐
待
発
見 

虐
待
発
見 

虐
待
発
見 

市
町
村 

１ 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を
果たさせる。 

２  市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を 
講ずる。 

４ 政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後３年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 

その他 

通報 
①事実確認（立入調査等） 

②措置(一時保護、後見審判請求) 

①監督権限等の適切な行使 

②措置等の公表 

①監督権限等の適
切な行使 

②措置等の公表 

通報 
通報 

通知 

報告 報告 

※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等）に応じてこの
法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。 

労働局 都道府県 

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、平成２４年１０月１日施行） 

市町村 
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（参考） 

千葉県袖ヶ浦福祉センターにおける虐待事例について 

 

【事案の概要】 昨年１１月 上記センター（千葉県社会福祉事業団
が指定管理者として運営）の強度行動障害を有する利用者が、職員
から暴行を受けた後、病院に救急搬送され死亡 

 （※本年3月11日：当該職員は傷害致死容疑で逮捕） 

※ 確認された状況 

 （平成１６年度から平成２５年度まで１０年間） 
 

○ 身体的虐待（暴行） 
        職員 １１人   被虐待者１７人 

○ 性的虐待 

        職員  ２人   被虐待者  ２人 

○ 心理的虐待 

        職員  ３人   被虐待者  ４人        

 

合計（実人数） 虐待者 １５人  被虐待者 ２３人       
（＊この他に、虐待を行った疑義のある者３人） 

虐待防止・身体拘束廃止の観点から 
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①アセスメント 
 
 
 
 
 
 
 
②支援の計画 
 
 
 
 
 
 
 
③支援 

行動観察・情報収集 

 

障害特性の理解 

・本人が困っていること                 
・本人ができる事、強み  の把握 
・本人の特性 

Ａ．本人の困難を軽減したり取り除く 
 
Ｂ．本人ができること、強みを活用する 
 
 ※ 支援計画は場面ごと、工程ごと 
   に丁寧に作る必要がある。 

Ａ，Ｂを組み合わせた具体的な
ツールの作成や構造化、環境調整
などの支援計画の立案 
支援の方向性は基本に忠実に 
具体策やツールは個別化する 

分析 
理解 

行動の 

行動障害がある者に対するアセスメントから支援までのプロセス 
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地域移行支援の対象拡大について 

 １．基本的な考え方に関すること 
    ○ 重点的な支援を行うことで地域生活に円滑に移行できることが期待される者として、 
      ① 入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設に入所している障害者、 
      ② 退所後の住居を確保し、円滑に福祉サービス等につなげることで再犯防止が期待される矯正施設等に入所している障 
       害者 
     を新たに地域移行支援の対象とする方向で検討。 

 ２．保護施設に入所している障害者に関すること 
    ○ 保護施設のうち、「身体上又は精神上の理由」が入所の要件となっている「救護施設」及び「更生施設」に入所している障 
     害者を地域移行支援の対象とする方向で検討。 
 
 ３．矯正施設等に入所している障害者に関すること 
    ○  対象とする矯正施設の種類は、刑事施設（刑務所、少年刑務所及び拘置所）及び少年院とする方向で検討。 
    ○  対象とする障害者は、矯正施設の長が施設外で処遇を行うことを認め、地域相談支援事業者によって障害福祉サービス 
     の体験利用や体験宿泊などを実施することが可能な者に限定する方向で検討。 

       ※ 「矯正施設内で行う支援」（入所している障害者に対する面談、支援計画の作成、住居の
確保等）は、現在も保護観察所、地域生活定 
          着支援センターとの連携により実施。 
       ※ 具体的には、「刑事施設又は少年院の職員の同行が可能である障害者」や、「刑事施
設、少年院の長が刑事施設、少年院の職員の同 
          行なしでの外出又は外泊を許可した障害者」が想定されるが、具体的な対象施設、対
象者の範囲等については関係省庁等とも検討中。 
  
    ○  また、矯正施設を出所した障害者は、出所後の一定期間、更生保護施設等を利用するケースが少なくないことから、更生 
     保護施設等に入所した障害者についても支援の対象とすることが必要であると考えられるが、その具体的な対象施設の範囲 
     等については関係省庁等とも検討中。 

地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、現行の障害者支援施設等に入所
している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点的な支
援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを追加。                     【平成２６年４月１日施行】 

    保護施設、矯正施設等を退所する障害者などに対象拡大することを検討 
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※　主な支援対象（特別調整対象者）
矯正施設に入所中であり、以下のすべての要件を満たす人

１　高齢（おおむね６５歳以上）又は障害を有すると認められること
２　矯正施設退所後の適当な住居がないこと
３　矯正施設退所後に福祉サービス等を受けることが必要と認められること
４　円滑な社会復帰のために、特別調整の対象とすることが相当と認められ
　ること
５　特別調整の対象となることを希望していること
６　特別調整の実施のために必要な範囲内で、個人情報を公共の保健福祉
　に関する機関等に提供することに同意していること

本人との面接

・通信の実施
福祉サービス等

調整計画の作成

・受入れ先施設等の確

保のための調整

・福祉サービス等の申

請支援等

・矯正施設退所後の受入れ先施設等の確保

（帰住予定地の決定）
・矯正施設退所後直ちに福祉サービス等を利

用できるようにするための体制整備

矯正施設に入所中の人に対する支援

本人が他の都道府県への帰住

を希望している場合は、他のセ

ンターに必要な対応を依頼

保
護
観
察
所
の
協
力
依
頼

本人の福祉的ニーズ、福

祉的支援を受ける上での

問題点等を把握

・本人に対する支援作業

計画を作成

・作成した計画は、保護観
察所に提出

コーディネート業務
（保護観察所の生活環境調整への協力）

依頼を受けたセンターは、受

入れ先施設等の確保に協力

【終期】

○住居の確保等

○同行支援

○関係機関調整

【中期】

○訪問相談

○同行支援

○日中活動の
体験利用

○外泊・体験宿泊

【初期】

○計画作成

○訪問相談、
情報提供

相談支援事業者と連携による地域

移行に向けた支援の実施
精神科病院

外泊・宿泊体験
【自宅・アパート・グループホーム等】

日中活動の体験利用
【障害福祉サービス事業所】

地域移行支援
・事業の対象者
への周知

・意向の聴取等

・対象者選定

相談支援
事業者へ
つなげる

【 】障害者支援施設

退
院

・
退
所

○ 矯正施設入所者に対する住居の確保など退所に向けた生活環境調整等については、現在も保護観察所、地域生活 
  定着支援センターとの連携により行われている。  
○ 矯正施設入所者を地域移行支援の対象とする場合にはこれらの支援制度との役割分担について整理が必要。 

保護観察所の支援内容 地域移行支援の支援内容 

地域生活定着支援センターの支援内容 

矯正施設に入所している障害者に対する支援 
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   今後の障害児支援の在り方について 
  ～「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか～              

○ 地域社会への参加・包容（ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ）の推進と合理的配慮 

○ 障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するため  
  の後方支援としての専門的役割の発揮 

 

            平成26年７月16日 
障害児支援の在り方に関する検討会 

○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援（縦の連携） 

○ 保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制 
  の確立（横の連携） 

障害児本人の最善の利益の保障 家族支援の重視 

地 域 に お け る 「縦 横 連 携」 の 推 進 

基本理念 

児童相談所等との 
連携 

支援に関する 
情報の共有化  

相談支援の推進   
支援者の専門性

の向上等  

（報告書のポイント） 
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             保育所等 

            学校等 

 

 
 

医療 

医療 

学校保健 

母子保健 

地域における「縦横連携」のイメージ 

医療 就労 

支援 

障害福祉 

障害児 

支 援 
後方支援 

入学 

卒業 

成年期 

障
害
児 

相
談
支
援 

本
人 

 
 

（家
族
） 

障
害
児 

相
談
支
援 

本
人 

・ 
 

 
 

家
族 

本
人 

・ 
 

 
 

家
族 

計
画
相
談 

 
 

 

支
援 

本
人 

 
 

（家
族
） 

「気づきの段階」からの支援 

関係者間の共通理解・情報共有 

→ 途切れない支援の調整 

地域保健 

本
人 

 

 
 

（家
族
） 

参考資料２ 

乳幼児期 

学齢期 

社会的 

養 護 

社会的 

養 護 障害児 

支 援 
後方支援 
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